
令和７ 年度テレ ワ ーク 用パソ コ ン及び職員用パソ コ ンの納入仕様書 

 

第１ 章 定義 

１  川越市を 以下「 発注者」 と いう 。 ま た、 納入業者を以下「 受注者」 と いう 。  

２  「 本件業務」 と は、 本仕様書に基づく 物件の調達、 納入業務を いう 。  

３  「 原始資料」 と は、 本件業務の遂行の過程で発注者が受注者に提供する 資料を いう 。  

 

第２ 章 機器及びソ フ ト ウ ェ ア 

機器・ ソ フ ト ウ ェ ア類及びその数量は、 別添「 機器明細」 のと おり と する 。  

 

第３ 章 契約形態 

保守料込みのリ ース 契約（ ５ 年間・ ６ ０ 箇月） と する 。  

リ ース 開始日は、 令和７ 年１ ２ 月１ 日（ 月） と する 。  

なお、 保守料は保守パッ ク 製品を 除き 、 リ ース 会社の代理回収と し 、 月払いと する 。  

 

第４ 章 納入業者の選定方法 

制限付一般競争入札 

 

第５ 章 納期 

納期は、 令和７ 年１ １ 月２ ８ 日（ 金） と する 。  

なお、 設定作業等の詳細ス ケジュ ールは、 落札後に発注者と 別途協議する も のと する 。  

 

第６ 章 納入場所 

川越市元町１ 丁目３ 番地１  川越市役所情報政策課 

 

第７ 章 入札価格の積算 

入札価格は別添「 機器明細」 によ り 、 以下の項目に係る 金額を 合算し たも のと する 。 た

だし 、 外税と し 、 消費税及び地方消費税は除く こ と 。  

１  機器の納入価格 

２  搬入現調費 

３  設定作業費 

４  発注者の指定する 場所への配送費 

５  第１ １ 章に係る 保守価格について、 リ ース 期間中（ ５ 年間） の総額 

※ 無償保証期間を考慮し て積算する こ と  

６  その他、 機器の構成や設定、 展開上必要と なる も のは、 仕様書に明記のない場合であ

っても 入札価格に含める こ と 。  

第８ 章 機器の選定 

機器の選定については次のこ と に留意する こ と 。  



１  『 国等によ る 環境物品等の調達の推進等に関する 法律（ グリ ーン購入法）』 に基づく「 環

境物品等の調達の推進に関する 基本方針」 に配慮する こ と 。  

２  落札後にモデルチェ ン ジ、 生産停止等によ り 入手困難と なっ た場合は、 発注者と 協議

の上、 同等以上の性能を 有する 後継機器を 納入する も のと する 。 その際は、 当該機器の

カタ ロ グ、 機器仕様等の関係書類を 提出する こ と 。  

３  ソ フ ト ウ ェ アは全て最新版を原則と する 。  

 

第９ 章 設定作業 

１  パソ コ ンへの設定作業 

⑴ 発注者が用意する OS 及び Mi crosof t  of f i ce のイ ンス ト ール及び認証を 行う こ と 。  

⑵ マイ ク ロ ソ フ ト 社の製品については、 発注者の指示に従い OS パッ チ及びセキュ リ テ

ィ パッ チを 適用し 、 ま た、 各種設定（ セキュ リ ティ 設定等） を 行う こ と 。  

⑶ 発注者の指示に従い、 PCにネッ ト ワ ーク 設定を行う こ と 。  

⑷ 別途発注者が指定する ソ フ ト ウ ェ ア（ セキュ リ ティ 対策ソ フ ト 、 ブラ ウ ザ、 プリ ン

タ ド ラ イ バ、 その他） のイ ンス ト ール及び各種設定を行う こ と 。  

⑸ 上記⑴～⑷の作業は、 機種ごと に最初に１ 台のみ設定し てマス タ と する こ と 。  

⑹ 受注者は発注者の確認を 得た後に、 マス タ を 使用し て残り の機器についてク ロ ーニ

ングする こ と 。 なお、 ク ロ ーニン グに必要と なる ソ フ ト ウ ェ アは本件で調達する も の

と し 、 第７ 章に係る 積算に含める も のと する 。  

⑺ パソ コ ン に共通する ソ フ ト ウ ェ アのイ ン ス ト ール及び各種設定作業が完了し た状態

のマス タ バッ ク アッ プ（ USBメ モリ ） を 、機種ごと に正副１ セッ ト 納入する こ と 。なお、

マス タ バッ ク アッ プの作成に必要と なる ソ フ ト ウ ェ アは本件で調達する も のと し 、 第

７ 章に係る 積算に含める も のと する 。  

２  受注者はユーザー登録にかかる 諸手続を 発注者に代わっ て行う こ と 。  

３  受注者はパソ コ ン本体に識別用のラ ベルシール（ リ ース 会社名、リ ース 期間、PC名等）

を作成し て添付する こ と 。  

４  その他、 発注者と の打ち合わせにおいて必要と 認めら れた作業を 行う こ と 。  

 

第１ ０ 章 搬入及び現調作業 

１  受注者は、 納品し よ う と する 物品の仕様（ メ ーカー名、 機種名、 数量等） に漏れや誤

り のないよ う 事前に確認し 、 発注者から 指定さ れた場所に据え付けを行う こ と 。  

２  梱包を解き 、 機器を 取り 出し 、 現調作業を 行う こ と 。  

３  ネッ ト ワ ーク 接続、 プリ ンタ 出力等の導通確認及び設定の確認を 行う こ と 。  

４  搬入の際に出たゴミ は全て持ち帰り 、 適正に処分する こ と 。  

５  作業時はネームプレ ート を 着用する こ と 。  

 

第１ １ 章 保守 

１  定期点検を 含ま ない定額出張保守と し 、 部品代も 含むも のと する 。  

２  故障受付時間は平日の９ 時０ ０ 分から １ ７ 時０ ０ 分ま でと する 。  



３  発注者から の故障連絡後、 翌営業日以降に技術員を派遣し 訪問修理に対応する こ と 。  

４  作業場所は機器の設置場所と する 。  

５  対象機器は、 別添「 機器明細」 に記載し ている パソ コ ン（ 100 台） と する 。 外部機器が

接続さ れている 場合は、 イ ンタ ーフ ェ ース ま でと する 。  

６  可能な限り 対象機器の製造事業者が販売する 保守パッ ク 製品を 使用する こ と 。  

 

第１ ２ 章 提出書類 

１  受注者は、 入札日から 換算し て５ 日以内に次の書類を 提出し なければなら ない。  

⑴ 入札価格の明細が記載さ れた納入価格証明書（ 受注者の社印、 代表者印入り ）  

⑵ 本件業務における 作業体制（ 連絡先明示）、 従事者名簿、 本件業務に係る 計画書 

２  受注者は次の資料について書面及び電子データ （ Excel 形式） で提出する こ と 。  

⑴ 機械番号表（ 機器固有の番号と 設置場所を 紐付け一覧表と し たも の）  

⑵ 保守連絡体制表 

 

第１ ３ 章 秘密情報の保持 

１  受注者は発注者から 秘密と 指定さ れた事項及び本件業務の履行に関し 知り 得た発注者

の秘密情報を 第三者に漏ら し てはなら ない。  

２  受注者は本件業務を 遂行する 受注者の従業員、 その他の者と 前項の事務を 遵守さ せる

ための秘密保持契約を 締結する 等の必要な措置を講ずる も のと する 。  

３  受注者が発注者の承諾を 得て業務の一部を 第三者に委託し た場合には、 当該第三者は

個人情報又は非開示情報に係る 秘密保持について本件業務における 受注者の義務と 同様

の義務を負う も のと する 。  

４  本章の規定は、 本件業務の有効期間は勿論、 本件業務終了後も 有効に存続する 。  

 

第１ ４ 章 検査及び報告 

発注者は受注者に対し 、 秘密情報の管理状況の調査を 目的と し て、 必要な範囲で受注者

の実施する 業務の作業場所に受注者の事業の妨げになら ない方法で立ち入り 調査を 行う こ

と ができ る 。 発注者が、 第三者機関に受注者の監査を 実施さ せる 場合も 同様と する 。  

発注者が受注者に対し 、 秘密情報の管理状況について報告を 求めたと き は、 受注者は速

やかに必要事項を 報告し なければなら ない。  

 

第１ ５ 章 原始資料の提供 

１  発注者は受注者に対し 、 受注者が本件業務を 遂行し ている 間は、 原始資料を 無償で貸

与、 開示等を 行い提供する も のと する 。  

２  発注者は受注者に対し 、 本件業務遂行に対し 必要な原始資料以外の資料、 機器等を 受

注者から 要請があり 次第速やかに受注者に無償で貸与、 開示等を 行い提供する 。  

３  発注者は前各項に規定する も ののほか、 受注者に対し 本件業務遂行に必要な情報で、

発注者が第三者から の秘密保持義務を 負っ ている 情報を 除いて、 全ての情報を 開示する

も のと する 。  



４  本件業務の遂行上不要と なっ た原始資料その他の資料、 機器等がある 時、 受注者は遅

滞なく こ れを 発注者に返還する も のと する 。  

５  受注者は発注者から 提供を 受けた原始資料を 発注者の指定し た場所から 持ち出し ては

なら ない。  

６  受注者は発注者から 提供さ れた本件業務にかかる 原始資料その他の資料、 情報、 機器

等を 善良なる 管理者の注意義務を も っ て管理、 保管し 、 かつこ れら の資料を 、 本件業務

を 遂行する 目的以外には、 一切使用し ないも のと する 。  

７  受注者は、 発注者から 提供さ れた本件業務にかかる 原始資料その他の資料等は全て、

受注者によ る 本件業務が終了し た後、 ７ 日以内に発注者に返却する も のと する 。  

 

第１ ６ 章 事故時の対応 

１  受注者は、 発注者が保有する 情報の不正使用、 漏えい、 滅失又は毀損その他の事故が

発生し たと き は、 直ちに発注者に報告し 、 その対応について協議する 。 ま た、 発注者は

受注者に対し 、 問題の対処に必要な措置を 求める こ と ができ る 。  

２  受注者の責に帰すべき 事由によ り 、 発注者が保有する 情報の不正使用、 漏えい、 滅失

又は毀損その他の事故が発生し 、 こ れによ り 発注者又は第三者に損害を 生じ さ せたと き

は、 受注者は発注者又は当該第三者に対し 、 その損害について賠償の責を 負う も のと す

る 。  

 

第１ ７ 章 電磁記録媒体等の取扱い 

本件業務の情報等を 電磁記録媒体等へ保存する 際には、 書込み後に書込み許可の爪を折

る 、 又は CD-R 等では追記不可の措置を 行っ た上で、 入退室制御装置等で制御さ れた区画に

保管する こ と 。 なお、 CD-RW等は使用し ないこ と 。 ま た、 廃棄する 場合には物理的に破壊又

は破砕する こ と 。 電磁記録媒体等を 送付する 場合には、 破損から 保護する ため、 堅固なケ

ース 等に入れて送付する こ と 。  

 

第１ ８ 章 契約不適合 

１  完了検査の後、 成果物について本仕様書と の不一致（ バグも 含む。 以下本章において

「 契約不適合」 と いう 。） が発見さ れた場合、 発注者及び受注者は、 契約不適合の原因に

ついて協議・ 調査する も のと する 。 協議・ 調査の結果、 当該契約不適合が発注者の責に

帰すも のでないと 認めら れた場合、 発注者は受注者に対し て当該契約不適合の修正等の

履行の追完（ 以下本上において「 追完」 と いう 。） を 請求する こ と ができ 、 受注者は当該

追完を 行う も のと する 。 ただし 、 発注者に不相当な負担を課する も のでないと き は、 受

注者は発注者が請求し た方法と 異なる 方法によ る 追完を 行う こ と ができ る 。 なお、 こ の

場合において、 受注者に対し 相当の期限を 定めて追完の催告を し たにも かかわら ず、 そ

の期間内に履行の追完がない場合には、 発注者は当該契約不適合によ り 生ずる と 想定さ

れる 損害に対する 賠償を 請求する こ と ができ る 。  

２  発注者は、 当該契約不適合（ 受注者の責めに帰すべき 事由によ り 生じ たも のに限る 。）

によ り 損害を 被った場合、 受注者に対し て損害賠償を 請求する こ と ができ る 。  



３  受注者が定める 契約不適合責任を 負う のは、 完了検査後１ ２ 箇月以内に発注者から 当

該契約不適合を 通知さ れた場合に限る  も のと する 。 ただし 、 完了検査時において受注者

が当該契約不適合を 知り 若し く は重過失によ り 知ら なかった場合、 又は当該契約不適合

が受注者の故意若し く は重過失に起因する 場合にはこ の限り でない。  

４  第１ 項、 第２ 項の規定は、 契約不適合が発注者の提供し た資料等又は発注者の与えた

指示によ っ て生じ たと き は適用し ない。 ただし 、 受注者がその資料等又は指示が不適当

である こ と を 知り ながら 告げなかったと き はこ の限り でない。  

 

第１ ９ 章 信義則 

発注者及び受注者は、 本件業務の内容に関し て疑義が生じ た場合、 及び、 本件業務に定

めのない事項に関し ては、 信義誠実の原則に従い協議の上こ れを 定める も のと する 。  

 

第２ ０ 章 入札落札者の責任によ ら ない事由によ る 納期遅延について 

発注者と リ ース 会社の契約については「 天災や半導体不足等の入札落札者の責任によ ら

ない事由によ り 納期遅延が発生し た場合、 契約期間の変更を 協議によ り 決定する も のと す

る 。 ただし 、 遅延の事由が妥当である と 認めら れない場合、 契約の解除及びそれに伴う 損

害賠償、 又は遅延によ る 損害賠償が発生する 。 本内容は契約書に記載する も のと する 」 旨

を 契約書に記載する 。  

 

第２ １ 章 質疑等 

本件調達に対する 質問を次のと おり 取り 扱う 。  

⑴ 受付方法 

質問内容（ 該当箇所を 記載する こ と 。） 及び質問内容に対する 貴社の解釈を 記載の上、

以下に示す電子メ ールアド レ ス 宛に送付する こ と 。  

⑵ 受付期間 

入札公告日から 令和７ 年６ 月１ ３ 日（ 金） ま で 

⑶ 回答方法 

入札参加申込業者に対し 、 令和７ 年６ 月１ ８ 日（ 水） ま でに電子メ ール（ 受付時に受

信し た電子メ ールアド レ ス 宛） で回答を送付する 。  

 

問い合わせ先 

川越市総合政策部情報政策課（ 担当： 冨康・ 時﨑・ 山岸）  

Ｔ Ｅ Ｌ ： ０ ４ ９ －２ ２ ４ －５ ５ ６ １ （ 直通）  

    ０ ４ ９ －２ ２ ４ －８ ８ １ １ （ 代表・ 内線２ ２ ６ １ ／２ ２ ６ ２ ）  

Ｆ Ａ Ｘ ： ０ ４ ９ －２ ２ ４ －２ ４ ４ ９  

E-mai l ： j ohosei saku★ci t y. kawagoe. l g. j p ※メ ールを 送信する 際は、 ★を @に置き 換える こ と 。  



令和7年度テレワ ーク用パソコン及び職員用パソコン　機器明細
ハードウェア及び保守

項 品     名 数量 単位 単価 計

モバイルノートPC ※同一機種で用意すること

NEC、dynabook、富士通（FCCL）、Dell、HPのうち1社

不要　※本市が別途用意するライセンスを用いる（Windows11 Proまたは
Enterprise、M365デスクトップアプリ版）

インテル® Core™i5 またはCore 5以上（第12世代以降）

8GB以上（サードパーティ不可、2スロット可）

SSD 128GB以上

13.3～14インチ（型）であること

本体重量（バッテリー含む）が1.3kg以下であること

J IS準拠日本語配列キーボード

インカメラ搭載

1000Base-T内蔵

Wi-Fi6対応、IEEE 802.11ax準拠

LTE LTE対応モデルであること。nanoSIMカードが挿入可能であること。

外部ディスプレイ HDMI®出力端子×1

USBコネクタ
USB3.0 Type-A×1以上、USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode対応）×1以
上

ノートPC ※同一機種で用意すること

NEC、dynabook、富士通（FCCL）、Dell、HPのうち1社

不要　※本市が別途用意するライセンスを用いる（Windows11 Proまたは
Enterprise、M365デスクトップアプリ版）

インテル® Core™i5 またはCore 5以上

15.6インチ（型）以上
JIS準拠テンキー付き日本語配列キーボード
インカメラ搭載

1000Base-T内蔵

Wi-Fi6対応、IEEE 802.11ax準拠

外部ディスプレイ HDMI®出力端子×1

USBコネクタ
USB3.0 Type-A×1以上、USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode対応）×1以
上

3 ノートパソコン保守パック
メーカー保守　5年サポートパック（翌営業日以降訪問修理）
※賃貸借契約期間中、有効な保守パックを付帯すること。

100 台

ソフトウェア

4
キッティング時のクローニングや機器不良に伴うリカバリ等に使用するもの
※リース期間中にわたって、有効なライセンスであること。

100 個

5 SKYSEA Client View(GL)Light Edition ※1年分 100 個

設定作業費

（１）ネットワークの設定、ウイルス対策ソフト、プリンタドライバ等のインストール
（２）据付調整
・設置場所に搬入し、据え付けること。
・搬入までに必要な保管にかかる経費を含むこと。

1 式

バックアップ用USBメモリ（１、２それぞれ1セットずつ用意すること）
・PCリカバリの際に必要な初期設定情報を含んだバックアップメディアを作成の
うえ正副1セット（2本）納品すること。

2 式

有料版バックアップソフト

資産管理ソフトウェア

6

搬入・調整

バックアップメディア

CPU

1

無線LAN

インターフェース

30 台

2

メーカー名

液晶パネル
キーボード
WEBカメラ

LAN

無線LAN

インターフェース

OS・Office

メーカー名

CPU

メモリ

ストレージ

70 台

液晶パネル

WEBカメラ

LAN

重量

OS・Office

キーボード

別添


